
 

1133    障障害害者者虐虐待待防防止止ににつついいてて                       

○ 対象となる障害者とは･･ 

身体障害者
 主に手や足・目・耳・内臓機能などに障害があり、日常生活や社会生活に援

助が必要な人 

知的障害者
 主に先天的または出生時などに脳が障害を受けて知的な発達が遅れ、日常生

活や社会生活に援助が必要な人 

精神障害者 

(発達障害を含む) 

主に統合失調症、うつ病、自閉症など病気や脳機能障害で、日常生活や社会

生活に援助が必要な人 

その他 社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人 

 

障害者虐待の例として、以下のようなものがあります。また、これらが重なって行われている場合

もあります。 

①①身身体体的的虐虐待待：身体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれ

ない状態にすること。【例:殴る、蹴る、閉じ込める、縛り付ける等】 

 

②②性性 的的 虐虐 待待：無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。

【例:性的行為の強要、わいせつな映像を見せる等】 

 

③③心心理理的的虐虐待待：侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。

【例:怒鳴る、ののしる、悪口を言う等】 

 

④④放放棄棄・・放放任任：食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をせず、心身を衰弱させる(ネグレク

ト)こと。【例:食事を与えない、必要な医療や福祉サービスを受けさせない等】 

 

⑤⑤経経済済的的虐虐待待：本人の同意なしに、財産や年金、賃金などを使うこと。また、理由なく金銭を与え

ないこと。【例:年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う等】 

 

～虐待の問題を抱え込まないでください～ 

 

虐待を受けた障害者本人からの届け出や虐待を発見した人からの通報に対して、支援活動の体制が

整えられています。また、虐待を通報した人や届け出をした人を特定する情報は慎重に取り扱わ

れ、情報は守られます。ひとりで抱え込んだり、放置したりせず、地域社会の支援を受けながら虐

待に関わる問題を一緒に考えていきましょう。 

 ※生命の危険など、緊急性が高い場合は警察（１１０番）または救急（１１９番）へ連絡してくだ

さい。 

＜＜障障害害者者虐虐待待にに関関すするる相相談談先先＞＞  

●平平日日（（８８時時3300 分分～～1177 時時 1155 分分）） 

 
つつくくばば市市障障害害者者虐虐待待防防止止セセンンタターー  

((障障害害者者地地域域支支援援室室))
 

 

電電話話  ００２２９９－－８８８８３３－－１１３３４４７７ 

FF AA XX ００２２９９－－８８６６８８－－７７５５４４４４ 

●土土･･日日･･祝祝日日((2244 時時間間))･･夜夜間間((1177 時時 1155 分分～～翌翌８８時時3300 分分)) 

 つつくくばば市市障障害害者者虐虐待待防防止止セセンンタターー  ((転転送送)) 電電話話  ００２２９９－－８８８８３３－－１１３３４４７７ 

●茨茨城城県県障障害害者者権権利利擁擁護護セセンンタターー 

 平平日日((月月曜曜日日～～金金曜曜日日）） 

 ９９時時～～1177 時時 

電電話話  ００２２９９－－３３５５３３－－８８６６６６３３ 

FF AA XX  ００２２９９－－３３５５３３－－８８６６６６３３ 

            電電話話番番号号ははFFAAXX 兼兼用用でですす 
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